
 

 

第２期大町市スポーツ推進計画（案）に対する意見と回答 
 

意見要旨 回答 

スポーツ少年団員の減少で今年から市内

２チームが合併して新たなチームとなりま

す。合併をしてもギリギリの人数でとても

不安に感じているからです。新たな団員を

増やしたい・子供たちのスポーツを始める

きかっけの後押しとして最近では親の負

担を軽減することが言われており、チーム

内で新チームに伴い様々な改善が必要と

話し合っております。実際、親の都合（共

働き・片親・休日出勤等）で子どもにスポ

ーツをやらせる事にためらう家庭は結構

あるのが現実と感じています。 

そこで色々と対策はあると思いますが、う

ちのチームの場合ですと日頃より利用さ

せて頂いている屋内第２施設の方でチー

ムの道具を多少でも置く場所を作ってい

ただけると多くの問題が解決します。これ

は他のスポーツ関係者にも言えることで

施設を管理する方の知恵と工夫で何とか

後押し実現をしていただきたいと思いま

す。 

 残念なことですが親の都合でスポーツを

断念・躊躇する子供は沢山いるのが現実

で市の方にもこの問題に対して取り組み・

姿勢をみせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

「第４章 本市のスポーツ推進に向けた取組

み」において、「スポーツ少年団活動・総合型

地域スポーツクラブ等への支援」を挙げ、多く

の児童生徒がスポーツ少年団活動・総合型

地域スポーツクラブ等の活動を通して、スポ

ーツの楽しさや仲間づくり、協調性等を養い、

運動習慣の定着、体力の向上につなげてい

くことを考えています。 

スポーツ少年団・総合型地域スポーツクラ

ブ等に参加し活動を行う場合は、練習会場

への送迎など、保護者の協力が必須となりま

すので、参加を躊躇してしまう家庭もあること

も推測されます。スポーツ少年団・総合型地

域スポーツクラブ事務局の大町市スポーツ

協会や指導者、関係団体等と連携等を図り、

保護者への負担の軽減、適正な練習頻度な

ど、多くの児童生徒がスポーツに親しめる環

境づくり等につきまして取り組んでまいりたい

と考えております。 

なお、例に挙げて、公共施設での個人用

具の置く場所の設置等のご意見をいただき

ました。屋内第二運動場は多くの方が、様々

な競技で利用しておりますので、個人用具を

置く場所の設置につきましては困難と考えて

おります。 

 


